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ト
‘
け
久
局
、
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漢
蛸
郊
の
屯
田
と
盛
田
の
占
田
・
課
田

序

第
二
十
一
巻
第
四
挽
昭
和
三
十
八
年
三
月
霊
行

米

田

賢

:t}( 

良日

- 1ー

北
識
の
均
田
制
の
先
駆
を
な
す
、
西
膏
の
占
田
・
課
田
制
に
お
い
て
、
課
回
は
屯
田
地
の
解
放
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
占
田
は
全
農
民
に
封

①
 

す
る
土
地
の
所
有
制
限
で
あ
る
と
い
う
読
が
、
我
園
に
お
け
る
有
力
な
見
解
で
あ
る
。
と
の
全
園
的
な
限
田
で
あ
る
占
田
制
が
、
貴
族
勢
力
の

強
大
化
し
つ
つ
あ
っ
た
西
耳
目
時
代
に
創
始
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
、
多
少
の
不
安
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
で
ζ

の
占
回
・
謀
回
の
制
も
ま
た
従

前
の
制
度
に
強
く
規
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
の
疑
を
存
し
て
い
た
。
そ
の
後
西
嶋
氏
左
始
め
と
す
る
諸
先
皐
の
力
に
よ
っ
@
て
、

競
の
屯
田
の
歴
史
的
位
置
が
究
明
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
ま
す
ま
す
そ
の
感
そ
強
く
し
て
来
た
が
、
最
近
漢
代
の
屯
田
に
も
組
織
を
異
に
す
る
こ

つ
の
型
が
あ
り
、
遠
く
西
耳
目
の
占
田
・
謀
回
の
租
型
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
と
共
に
、
占
固
に
つ
い
て
も
多
少
の
異
読
を
い

だ
く
に
至
っ
た
。
乙
れ
ら
先
皐
諸
氏
の
成
果
に
も
と
や
つ
い
て
漢
・
貌
・
膏
の
屯
田
と
、
西
膏
の
占
田
・
課
田
制
を
、

ζ

の
考
え
の
も
と
に
系
譜

的
に
素
描
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
が
本
論
文
で
あ
る
。
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漢

の

屯

田

の

ペコ

の

型

漢
代
の
屯
田
と
し
て
周
知
の
も
の
は
、
趨
充
園
の
屯
田
で
あ
る
。
彼
は
伺
奴
に
代
っ
て
漢
の
西
北
の
透
境
を
さ
わ
が
す
発
族
を
征
討
し
た
際

に
、
屯
田
の
利
十
二
ヶ
仲
慨
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
前
文
に
次
の
よ
う
に
一
言
っ
て
い
る
。

計
度
臨
発
東
至
浩
塁
。
品一冗虜故
田
及
公
因
。
民
所
未
墾
可
二
千
頃
以
上
。
・:
:
:
:
願
罷
騎
兵
。
留
弛
刑
膝
募
。
及
准
陽
汝
南
歩
兵
輿
吏
土

私
従
者
。
合
凡
高
二
百
八
十
一
人
。
用
穀
月
二
高
七
千
三
百
六
十
三
斜
。
盟
三
百
八
斜
。
分
屯
要
害
慮
。
泳
解
漕
下
。
繕
郷
亭
波
溝
渠
。

団
事
出
賦
人
二
十
晦
。
至
四
月
草
生
。
震
郡
騎
及
属
国
胡
騎
。
仇
健
各
千
。
停
馬
什
二

治
漣
階
以
西
道
橋
七
十
所
。
令
可
至
鮮
水
左
右
。

就
草
。
矯
回
者
遊
兵
。
以
充
入
金
城
郡
。
盆
積
畜
省
大
費

(
漢
書
六
九
誼
充
園
停
)

ζ

の
文
よ
り
、
趨
充
園
の
屯
田
は
弛
刑
や
躍
募
を
別
と
す
れ
ば
、
そ
の
兵
力
は
准
陽
・
汝
南
の
兵
が
主
力
を
占
め
て
い
た
。
彼
等
は
畠
作
地

- 2 -

帯
の
中
で
最
も
集
約
的
な
農
法
に
慣
熟
し
て
い
た
人
々
で
あ
る
。
さ
て
彼
等
は
一
人
嘗
り
二

O
畝
の
土
地
を
支
給
さ
れ
て
屯
回
し
た
の
で
あ
る

が
、
と
の
こ

O
畝
と
い
う
面
積
は
、
文
中
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
二
千
頃
の
可
墾
地
そ
一
高
人
に
割
嘗
た
と
も
考
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
一
入

賞
り
の
労
働
力
を
完
全
に
燃
焼
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、
決
め
ら
れ
た
面
積
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
多
少
う
た
が
わ
し
い
が
、
次
の
木
簡

に
も
示
さ
れ
る
如
く
一
人
嘗
り
二
O
畝
は
、
以
後
の
屯
田
の
一
つ
の
基
準
と
な
っ
た
如
く
で
あ
る
。

終
張
倹
部
見
兵
廿
一
人

大
委
二
頃
己
載
廿
畝
。
下
康
九
十
畝
。
概
七
十
畝

小
委
品
川
七
畝
巴
口
廿
九
畝

禾
一
頃
八
十
五
畝
概
廿
畝
。
高
五
十
畝

(
シ
ャ
バ
ン
ヌ
七
五
二
〉

将
梁
裏
部
見
兵
廿
六
人

大
安
六
十
六
畝
己
載
五
十
畝
。
下
康
八
十
畝
。
瓶
七
十
畝

小
委
六
十
三
畝
紙
五
十
畝

禾
一
頃
七
十
畝
、
高
五
十
畝
。
獄
五
十
畝

(
シ
ャ
バ
ン
ヌ
七
五
三
)
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乙
の
二
簡
は
同
一
の
木
簡
の
表
裏
を
な
し
、
務
昌
海
ハ
ロ
プ
ノ

l
ル
湖
)
の
酔
で
護
掘
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
南
簡
の
割
嘗
て
ら
れ
た
屯

田
面
積
も
、
梁
裏
の
場
合
は
、
線
計
三
八

O
畝
、
一
入
賞
り
一
五
畝
に
封
し
、
張
倹
の
場
合
は
五
一
二
畝
、
一
人
嘗
り
二
五
畝
と
な
っ
て
い
る

が
、
雨
者
と
も
二

O
畝
の
費
則
と
み
て
差
支
あ
る
ま
い
。
な
お
南
衡
に
は
割
嘗
面
積
に
相
還
が
あ
り
、
各
照
の
栽
培
品
目
も
多
種
に
の
ぼ
り
、

コ
キ
ザ
ミ
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
貼
か
ら
判
断
し
て
、
南
者
と
も
屯
団
地
が
一
ケ
所
に
集
中
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
近
く
の
可
耕
地
を
適
宜
耕

ζ

の
賎
本
来
の
任
務
た
る
東
西
交
通
路
の
警
戒
、
或
は
騨
停
の

任
務
を
果
し
な
が
ら
、
他
方
徐
剰
努
働
力
を
農
業
に
投
じ
て
屯
田
を
行
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二

O
畝
の
面
積
は
漢
代
に
お

作
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
張
像
、
梁
裏
の
部
下
は
、

け
る
「
且
田
且
守
」
型
の
基
準
的
な
面
積
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
の
越
充
園
の
「
且
回
且
守
」
型
の
屯
田
は
、
屯
田
の
普
遍
的
な
形
式
と
は
一
言
え
ま
い
。
こ
の
形
式
の
屯
田
は
、
戟
闘
が
頻
繁
に

繰
返
さ
れ
る
場
合
や
、
職
場
が
移
動
す
る
際
は
貫
施
不
可
能
で
あ
り
、
戟
闘
が
優
位
に
た
ち
、
長
期
に
敵
と
封
崎
す
る
時
は
、
耕
作
者
と
兵
士

し
か
し
、

と
を
分
離
す
る
形
式
、
す
な
わ
ち
居
延
型
の
屯
田
の
方
が
有
利
で
あ
る
。
趨
充
園
の
屯
田
は
、
本
来
機
宜
的
な
屯
田
の
中
で
も
最
も
楢
宜
的
な

も
の
で
あ
っ
て
、
や
が
て
居
延
型
に
移
行
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

-3-

居
延
の
屯
田
は
周
知
の
如
く
、
塞
を
守
る
べ
き
成
卒
と
、
屯
田
の
耕
作
を
任
務
と
す
る
田
卒
が
分
れ
て
お
り
、
「
耕
戟
分
離
」
型
と
も
稽
す

と
の
居
延
の
屯
田
に
代
田
法
を
適
用
し
た
事
は
漢
書
食
貨
志
中
の
趨
過
の
型
に
関
す
る
記
載
に
明
示
さ
れ
て
お
り
、
明
白

べ
き
も
の
で
あ
る
。

な
事
貫
で
あ
る
が
、
居
延
木
簡
中
比
較
的
前
期
の
も
の
に
廃
す
る
、
所
謂
「
第
二
亭
長
郵
」
に
闘
す
る
一
聯
の
文
書
は
、
代
田
法
が
居
延
に
施

@
 

行
さ
れ
て
い
た
事
宏
貫
置
す
る
貴
重
な
費
料
で
あ
る
。
し
か
し
居
延
屯
田
の
貫
施
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
文
献
は
、
一
高
貼
の
居
延
木
簡
の
中

@
 

に
も
極
め
て
断
片
的
に
し
か
、
費
見
す
る
事
が
出
来
な
い
の
で
、
木
簡
宏
利
用
し
た
居
延
屯
田
の
研
究
は
後
孜
を
ま
っ
と
し
て
、
今
超
過
の
型

の
内
容
か
ら
屯
田
の
吠
態
を
若
干
推
察
し
て
み
た
い
。

371 

趨
過
の
型
お
よ
び
そ
れ
を
使
用
し
た
代
団
法
に
つ
い
て
、
私
は
従
来
の
読
に
は
少
な
か
ら
ざ
る
疑
問
を
も
ち
、
こ
の
数
年
間
種
々
検
討
を
重

ね
た
結
果
、
衣
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
し
た
。
紙
数
の
閥
係
上
詳
細
な
考
謹
は
別
稿
を
も
っ
て
近
々
世
に
問
う
と
と
と
し
て
、
今
そ
の
結
論
だ
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け
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

)
 

-(
 

趨
過
の
代
田
法
の
シ
ス
テ
ム
は
耕
型
と
下
種
器
と
よ
り
な
る
。
漢
書
食
貨
志
に
見
え
る
二
牛
三
人
の
親
型
は
耕
型
を
さ
し
、
湾
民
要
術

に
見
え
る

一
牛
三
型
l
雀
寒
が
超
過
の
利
に
頼
る
と
い
っ

て
い
る
も
の
l
は
下
種
器
で
あ
る
ま
い
か
。

帥

耕

型

は
軍
な
る
作
傾
型
で
は
な
く
、
土
壌
を
反
輔
さ
す
機
能
を
有
し
て
い
た
。

帥

ωω
と
関
聯
し
て
、
代
団
法
は
港
紙
を
前
提
と
す
る
農
法
で
、
乾
燥
地
に
施
行
さ
れ
た
、
反
嘗
枚
穫
量
の
低
い
農
法
で
は
な
い。

型
は
原
則
と
し
て
、

五
頃
に
一
一
裂
の
割
合
で
所
有
さ
れ
、
恐
ら
く
五
家
共
用
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
一
軒
の
所
有
面
積
は
百
畝

H

一
頃
が
標
準
で
あ
っ
た
。

)
 

E
d
 

(
 

卒
都
令
光
の
人
韓
型
と
は
、
別
個
の
型
で
な
く
、
彼
は
自
己
の
管
轄
下
で
、
牛
の
な
い
家
に
五
軒
組
を
組
織
し
て
、

か
わ
る
が
わ
る
耕

作
せ
し
め

そ
の
方
法
を
趨
過
に
進
言
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ζ

こ
に
直
接
関
係
の
あ
る
の
は
、
川
刊
と
伺
で
あ
る
。
か
り
に
五
家
一
組
と
な
っ
て
、
交
替
で
型
を
引
く
と
、

一
日
三
十
畝
、
人
の
少
な
い
場
合
は
日
に
十
三
畝
を
耕
作
す
る
ζ

と
が
で
き
た
」
と
い
う
が
、

以
上
の
う
ち
、

「
人
多
き
所
は

- 4一

五
家
一
組
で
、

人
多
い
場
合
を
考
え
る
な
ら

ば
、
牛
の
代
り
に
型
を
引
く
人
数
は
、
約
一

O
人
、
少
な
い
場
合
で
五
人
位
と
み
て
差
支
あ
る
ま
い
。
屯
田
の
田
卒
を
も
っ
て
、
趨
過
の
型
を

使
用
し
た
場
合
、
充
分
の
人
数
が
配
置
さ
れ
た
に
遣
い
た
い
か
ら
、

一
人
嘗
り
五
O
畝
の
面
積
が
基
準
で
あ
っ
た
。

即
ち
、

一
O
人
で
型
一
つ
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
此
の
場
合

は

「
耕
戟
分
離
」
型
の
屯
田
の
場
合
は

「
且
田
且
守
」
型
の
割
嘗
面
積
に
比
し
て

約
倍
額
で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い

令
玉
門
屯
田
吏
高
年
験
回
七
頃
給
負
陪
刑
十
七
人

ζ

の
簡
は
張
鳳
の
寸
漢
音
西
隆
木
簡
嚢
編
(
五
六
葉
第
七
簡
〉
」
で
あ
る
(
文
字
は
多
少
訂
正
し
た
)
。
玉
門
屯
田
吏
の
高
年
が
弛
(
階
)
刑
十
七
人

に
七
頃
を
あ
た
え
た
事
左
記
し
た
簡
で
あ
る
。
屯
田
吏
と
い
う
屯
田
を
司
る
専
門
の
官
の
名
が
あ
る
か
ら
、
と
れ
は
「
耕
戟
分
離
」
型
の
屯
田
に

違
い
な
く
、
一
人
嘗
り
四

O
畝
と
な
り
、
大
略
前
述
の
畝
数
を
裏
書
す
る
結
果
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
労
戟
氏
は
、
「
居
延
の
屯
田
は
計
輩
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さ
れ
た
が
、
本
格
的
に
は
賓
施
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
代
団
法
自
僅
は
大
島
氏
の
論
詮
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
屯

⑦
 

固
に
最
適
の
方
法
で
あ
り
、
や
は
り
漢
書
の
記
載
の
如
く
、
居
延
地
帯
は
、
代
団
法
の
最
も
施
行
さ
れ
た
一
地
域
と
考
え
る
の
へ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
に
大
過
が
な
い
と
す
れ
ば
、
居
延
の
屯
田
は
一
人
嘗
り
五

O
畝
前
後
で
、
大
略
「

E
田
且
守
」
型
の
倍
額
に
あ
た
り
、
而
も
耕

作
者
が
、
最
も
集
約
的
な
畠
作
農
耕
を
行
な
っ
て
い
た
地
帯
の
人
で
あ
り
、
専
ら
耕
作
に
従
事
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
土
地
の
経
営

の
方
法
は
内
地
の
そ
れ
と
大
差
の
な
い
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
園
家
が
土
地
を
支
給
す
る
場
合
の
今
一
つ
の
例
と
し
て
公
田
を
俵
作
さ
す
場
合
が
あ
る
。
漢
代
で
は
飢
鍾
の
際
に
流
亡
す
る
者
に
公
団

@
 

を
俵
作
さ
し
た
り
、
或
は
官
が
渠
を
作
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
生
れ
た
美
田
を
人
民
に
恒
輿
し
た
例
は
少
な
く
な
い
。
公
団
の
偲
作
に
は
詳
細
に

見
れ
ば
種
々
の
形
態
が
あ
り
、
俵
輿
さ
れ
た
時
の
耕
作
者
の
政
府
へ
の
依
存
吠
態
に
よ
り
千
差
寓
別
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
公
田
も
佃
作
に
出
さ

れ
る
も
の
と
解
す
れ
ば
、
嘗
時
の
小
作
料
の
基
準
で
あ
る
五
割
の
小
作
料
を
出
す
も
の
と
俵
定
じ
て
お
い
て
も
見
嘗
の
失
し
た
も
の
で
も
あ
る

@
 

ま
い
。以

上
よ
り
見
る
と
、
漢
代
に
お
い
て
固
有
地
を
割
嘗
て
て
|
園
管
・
民
債
を
含
め
て
|
耕
作
さ
せ
る
形
態
が
三
種
類
、

ω且
回
且
守
型
の
屯

- 5ー

回
、
帥
耕
戟
分
離
型
屯
田
、
同
圏
内
無
主
地
の
飯
田
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
が
貌
の
時
代
に
如
何
に
受
繕
が
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
か
、
次
に
検
討
し

て
み
た
い
。

説

音

の

屯

田

の

てコ

の

型

貌
の
酋
目
操
が
群
雄
を
制
墜
し
て
、
中
原
に
覇
を
と
な
え
得
た
理
由
の
一
つ
に
、
彼
が
献
帝
を
許
昌
に
迎
え
、
・
建
安
元
年
に
許
都
に
屯
田
を
興

し
た
の
を
始
め
と
し
て
、
各
地
に
屯
田
を
聞
き
、
流
民
を
募
集
し
て
開
墾
に
つ
と
め
、
所
在
に
穀
を
積
み
、
も
っ
て
寧
の
行
動
力
を
増
加
せ
し

め
た
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
の
屯
田
は
、
周
の
井
田
を
別
と
す
れ
ば
、
国
家
的
規
模
に
お
け
る
中
国
最
初
の
土
地
制
度
と
も
い
い
得
る
重

要
な
も
の
で
、
従
来
か
ら
幾
多
先
撃
の
貴
重
な
研
究
が
あ
る
。

ζ

れ
ら
の
業
績
の
上
に
立
っ
て
、
私
の
考
宏
展
開
し
て
み
よ
う
。

373 
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⑪
 

貌
の
屯
田
も
西
嶋
氏
が
指
摘
し
た
如
く
、
大
局
的
に
見
て
二
つ
の
形
式
に
わ
け
ら
れ
る
。

一
は
華
北
一
帯
の
屯
田
、
主
と
し
て
典
農
官
の
支

配
す
る
屯
田
で
、
所
調
「
民
屯
田
」
で
あ
り
、

い
ま
一
は
所
謂
「
軍
屯
田
」
で
、
度
支
尚
書
及
び
都
督
等
の
管
理
下
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
時
に
恐
ら
く
前
者
が
畠
作
で
あ
っ
た
に
封
し
、
後
者
は
水
田
農
業
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

川
華
北
民
屯
型

ま
ず
と
ζ

で
問
題
と
し
た
い
の
は
、

屯
団
地
を
ど
の
よ
う
に
耕
作
者
に
割
嘗
た
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

ζ

の
黙
に
閲
し
て
は
、
非
常
に
史
料

が
少
な
く
、
説
の
屯
田
の
研
究
の
中
で
も
、
比
較
的
閑
却
さ
れ
て
い
た
部
分
で
あ
っ
て
、
好
並
氏
の
勢
作
が
唯
一
の
研
究
で
あ
っ
た
洲
、
最
近

⑫
 

水
津
一
朗
氏
の
研
究
も
公
表
さ
れ
て
、
と
の
方
面
の
研
究
に
も
次
第
に
曙
光
を
見
出
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

周
知
の
如
く
鄭
は
、
戟
園
の
時
か
ら
津
水
の
水
を
利
用
し
て
大
規
模
な
潜
概
施
設
が
作
ら
れ
て
お
り
、
華
北
に
お
け
る
農
業
の
先
進
地
域
の

一
で
あ
り
、
曹
操
の
根
接
地
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
数
多
の
華
北
屯
田
の
標
準
的
な
も
の
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
の
鄭
の
屯
田
の
記
録
と
し

腕
天
井
堰
。
二
十
里
中
作
十
二
境
。
培
相
去
三
百
歩
。
令
互
相
滋
注
。

一
O
濁
津
水
の
傑
)

- 6一

て
従
来
か
ら
水
経
注
に

一
一
線
分
矯
十
二
流
。
皆
懸
水
門
(
水
経
注

⑮
 

と
あ
り
、
三

O
里
の
聞
に

一
一
一
壇
を
作
り
、
津
水
の
水
を
引
き
濯
概
し
た
事
を
述
べ
て
い
る
。

ζ

の
一
一
一
の
壇
は
、
い
ず
れ
も
直
接
引
水
口
を

濠
水
に
つ
な
い
で
い
た
事
は
、
前
文
の
外
、
左
思
の
説
都
賦
に
も
、

眼
牒
塙
野
。
突
突
菌
畝
。
甘
茶
伊
輩
。
+
亡
種
斯
阜
。
西
門
獄
其
前
。
史
起
瀧
其
後
。
培
流
十
二
。
同
源
異
口
。
蓄
矯
屯
雲
。
出
篤
行
雨
。

水
濁
夜
除
。
陸
蒔
覆
黍
(
文
選
告
三
)

と
あ
る
鮎
よ
り
見
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
と
の
文
の
と
お
り
、
二

O
里
の
中
に
二
一
の
取
水
口
を
等
間
隔
に
設
備
し
た
な
ら
ば
、
漢
制
三

O
O歩
一
問
主
と
し
て
、
増
間
相
去
る
こ
と
五

O
O歩
、
或
は
唐
制
三
六
O
歩
を

一
塁
と
し
て
六

O
O歩
と
な
り
、
培
間
相
去
る
こ
と
三

O
O歩

と
い
う
前
述
の
水
経
注
の
記
録
と
は
首
尾
一
貫
し
な
く
な
る
。
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
、
好
並
氏
は
宋
曾
要
稿
(
食
貨
七
)
に
引
か
れ
た

仁
宗
天
聖
四
年
八
月
の
次
の
項
を
引
く。



仁
宗
天
聖
四
年
八
月
。
監
察
御
史
王
沿
上
疏
言
。
臣
循
観
史
停
、
但
載
濯
概
之
鏡
、

不
書
疏
導
之
法
。
唯
本
州
園
経
。
稽
有
天
井
堰
者
。

説
武
帝
所
作
。
二
十
里
分
十
二
重
壇
。
毎
境
相
去
三
百
歩
。
令
互
相
濯
注
。

こ
の
文
中
の
重
培
の
語
に
著
目
し
、
重
増
を
「
堆
を
重
ね
」
と
讃
み

一
一
一
に
分
っ
て
培
を
重
ね
る
、
卸
ち
二
四
の
培
が
作
ら
れ
た
と
解
裡
し

増
間
二
王

O
歩
と
な
り
、
新
制
(
唐

て
い
る
。
す
る
と
二

O
里
の
聞
を
二
四
等
分
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
漢
制
の
一
旦
三

O
O歩
な
ら
ば
、

制
)
三
六

O
歩
一
塁
な
ら
ば
、
三

O
O歩
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

好
並
氏
の
研
究
は
、
今
迄
の
空
白
を
埋
め
た
も
の
と
し
て
高
く
評
債
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
都
は
前
述
の
如
く
、
西
門
豹
・
史
起
以
来
、
樟

水
の
濯
溜
に
よ
っ
て
肥
沃
を
誇
っ
た
地
で
あ
り
、
曹
操
も
都
を
占
領
し
た
後
は
、
末
端
の
細
流
は
と
も
か
く
、
基
本
的
な
部
分
は
前
代
の
機
構

能
性
は
少
い
、

を
用
い
て
屯
田
を
施
行
し
た
の
に
相
違
あ
る
ま
い
か
ら
、
奮
い
尺
度
を
使
用
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
っ
て
も
、
新
ら
し
い
尺
度
を
使
用
し
た
可

と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
宋
曾
要
稿
よ
り
時
代
も
近
く
、
信
愚
し
得
る
水
経
注
や
貌
都
賦
の
記
載
は
、
十
二
壇

- 7ー

と
な
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
八
百
徐
年
後
の
宋
曾
要
稿
に
の
み
正
し
い
記
録
の
残
っ
て
い
る
の
も
不
自
然
で
あ
る
ま
い
か
。
「
壇
を
重
ね
」

と
讃
ん
で
も
二
十
四
の
水
流
が
あ
っ
た
と
は
解
揮
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
、
私
は
鄭
の
屯
田
機
構
を

次
の
様
に
理
解
し
た
い
。

@
 

天
井
堰
は
好
並
氏
の
指
摘
す
る
如
く
、

と
れ
は
堰
の
頂
上
の
形
を

「
四
方
即
ち
南
岸
に
接
す
る
所
が
高
く
な
り
、
中
央
の
部
分
が
低
く
な
っ
て
い
る
」
形
を
し
た
堰
院
で
、

四
方
が
高
く
な
っ
て
中
央
が
低
く
な
っ
て
い
る
形
の
堰
と
す
る
な
ら
ば
、

い
っ
た
も
の
で

一
定
の
貯
水
量
を

上
廻
れ
ば
、
中
央
部
か
ら
溢
水
さ
せ
て
、
堰
陸
の
保
護
を
計
る
た
め
の
配
慮
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
天
井
堰
の
場
合
、
堰
陸
一
杯
に
満

水
す
れ
ば
二

O
呈
上
流
ま
で
ダ
ム
と
化
す
る
と
と
に
な
る
が
、
俵
り
に
漢
尺
に
し
て
二

O
皇
と
す
れ
ば
八
粁
徐
で
、
天
井
堰
の
高
さ
は
不
明
で

あ
る
が
、
相
首
高
い
堰
で
あ
っ
て
も
、
八
粁
徐
の
上
流
ま
で
は
津
水
の
流
れ
が
徐
程
緩
漫
で
な
け
れ
ば
、
首
時
の
技
術
と
し
て
、
到
底
考
え
得

ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
逆
に
嘗
時
の
技
術
で
、
二

O
星
の
上
流
ま
で
ダ
ム
化
す
る
事
が
で
き
た
の
は
、
北
支
の
大
卒
原
の
ゆ
う
ゆ
う
た
る
流
れ
で

あ
れ
ば
と
そ
作
り
得
た
と
考
え
た
方
が
理
に
遁
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
河
川
の
流
れ
が
緩
漫
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
同
時
に
遠
浅
で
あ
る

3-75 
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こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
多
少
減
水
し
た
な
ら
ば
、

上
流
の
方
は
長
く
河
底
が
露
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
事
は
上
流
の
方

回

一

ご
×
称
。
G
m
十
酬
(
h
'
T
N
)
H
酬
O
N

天井士屋

に
は
取
水
口
を
設
け
る
事
の
無
意
味
さ
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。
我
園
の
例
を
見
て
も
取
水
口

は
堰
に
近
く
設
備
せ
ら
れ
、
用
水
池
の
樋
は
土
手
に
近
い
深
所
に
作
ら
れ
て

い
る
。
従
っ
て

二
O
塁
の
上
流
地
帯
に
は
埼
は
設
備
さ
れ
ず
、
天
井
堰
の
近
く
か
ら
順
次
三

O
O歩
の
間
隔

を
お
い
て
澄
を
設
備
し
、
上
流
数
呈
は
培
そ
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
圏

一
参
照
)
。
重
境
と
は
、

一
つ
の
堆
に
上
下
二
段
の
取
入
口
が
設
け
ら
れ
、
漏
水
の
時
に
は、

上
の
取
入
口
を
使
用
し
、
減
水
す
れ
ば
下
の
取
水
口
を
聞
い
て
水
を
流
す
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
園
の
よ
う
に
降
雨
が
夏
期
の
僅
の

と
の
よ
う
な
考
慮
は
嘗
然
必
要
で
あ
ろ
う。

園

聞
に
集
中
す
る
所
で
は
、
年
聞
を
通
じ
て
の
増
水
時
と
渇
水
期
で
水
位
に
非
常
な
差
が
あ
り
、

一一一一一 72士登ー 町
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以
上
「
二
十
里
中
作
十
二
壇
」
を
私
の
様
に
解
揮
す
れ
ば
、
首
時
の
水
経
注
や
貌
都
賦
と
、
更
に
は
る

か
後
世
の
宋
曾
要
稿
の
記
事
が
一
致
し
た
事
に
な
り
、
水
経
注
や
貌
都
賦
が
矢
張
り
信
頼
で
き
る
史
料
と

-8-

い
い
う
る
で
あ
ろ
う。

培
間
三

O
O歩
の
中
は
、
文
中
「
令
互
相
濯
注
」
と
あ
る
か
ら
、
縦
横
に
滋
瓶
水
路
が
つ
け
ら
れ
て
い

一
O
O歩
づ
っ
三
等
分
せ
ら
れ
、
更
に
直
角
に
二
回

た
筈
で
あ
り
、
恐
ら
く
水
津
氏
の
想
像
す
る
如
く

O
歩
ご
と
に
溝
が
附
せ
ら
れ

一
O
O歩
×
二
四

O
歩
H

一
頃
と
い
う
慶
さ
の
回
に
分
割
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
(
圃
二
参
照
)

周
知
の
如
く
華
北
の
地
帯
は
最
初
こ
そ
群
雄
の
割
接
の
地
で
あ
っ
た
が
、
比
較
的
早
く
貌
の
勢
カ
下
に

入
っ
た
闘
係
上
、
こ
の
屯
田
を
耕
作
す
る
者
は
、
効
果
の
少
な
い
「
且
守
且
回
」
型
を
採
用
す
る
必
要
は

な
く
、
民
を
募
集
し
て
屯
田
の
耕
作
に
専
念
せ
し
め
る
、
民
屯
型
の
経
営
を
行
な
っ
て
い
た
。
か
つ
初
期

の
屯
田
に
は
黄
巾
の
蹴
な
ど
で
投
降
し
た
兵
士
が
多
く
、
彼
等
濁
身
者
に
は
、
占
領
地
t

で
掠
奪
し
た
妻
女



を
登
録
し
て
濁
身
兵
士
に
配
し
て
い
る
。
民
を
募
集
し
、
濁
身
兵
士
に
妻
子
を
配
し
て
屯
田
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
華
北
の
屯

田
(
典
農
官
屯
田
〉
は
戸
を
主
韓
と
し
て
土
地
を
配
分
し
た
に
相
謹
な
い。

一
枚
の
回
を
百
畝
H

一
頃
と
す
れ
ば
、
丁
度
一
戸
の
適
正
規
模
と

⑮

'

⑮

F
 

稿
す
べ
き
で
あ
り
、
牛
耕
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
五

l
六
割
の
小
作
料
は
、
丁
度
収
奪
可
能
の
限
界
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
の
華
北
の
屯
田
H

典
農
官
屯
田
の
鹿
止
に
閥
し
て
は
、

是
歳
(
戚
照
元
年
〉
罷
屯
田
官
。
以
均
政
役
。
諸
奥
農
皆
震
太
守
。
都
尉
皆
箆
令
長
(
貌
志
四
陳
留
王
紀
〉

(
泰
始
二
年
)
罷
農
官

馬
郡
蘇
(
膏
書
三
武
帝
本
紀
)

の
二
文
が
あ
る
。

雨
者
に
は
二
ヶ
年
の
差
が
あ
る
た
め
、
種
々
の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
西
嶋
氏
の
読
の
如
く、

泰
始
二
年
に
多
く
の
郡

が
設
置
さ
れ
て
い
る
貼
か
ら
見
て
、
戚
照
元
年
に
輩
布
さ
れ
た
と
の
詔
が
、
現
膏
樟
譲
の
事
件
の
た
め
、
泰
始
二
年
に
な
っ
て
完
成
し
た
と
考

@
 

え
る
の
が
安
首
で
あ
ろ
う
。
(
文
選
管
二
の
張
卒
子
の
南
都
賦
に
「
賦
政
任
役
。
畏
人
力
之
輩
。
」
と
あ
り
政
H
税
と
解
す
べ
き
で
あ
る
)

さ
て
問
題
は
こ
れ
に
よ
っ
て
屯
国
民
の
負
措
が
加
重
さ
れ
た
か
否
か
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
名
目
的
に
は
藤
家
氏
の
説
く
F

如
〆¥

⑮
 

役
が
加
重
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
屯
田
民
は
其
の
性
格
か
ら
言
っ
て
、
軍
糧
の
生
産
が
本
来
の
目
的

T
あ
り
、
あ
る
意
味
に
お

田
作
そ
れ
自
韓
が
、
役
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
田
作
を
役
と
み
な
さ
な
い
な
ら
ば
、
原
則
的
に
は
役
が
無
か
っ
た
も
の
と

- 9ー

い
て
は
、

推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
役
に
相
嘗
す
る
努
働
が
な
い
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
。
司
馬
芝
の
屯
田
の
上
奏
文
に

夫
農
民
之
事
因
。
自
正
月
耕
種
。
転
鋤
傑
桑
耕
爆
種
委
穫
刈
築
場
。
十
月
乃
畢
。
治
麗
繋
橋
。
運
輸
租
賦
。
除
遭
理
梁
。
壇
塗
室
屋
。
以

是
終
歳
無
日
不
矯
農
事
也
。
今
諸
典
農
各
言
。
留
者
矯
行
者
宗
田
計
。
課
其
力
。
勢
不
得
不
爾
。
不
有
所
鹿
。
則
嘗
素
有
鈴
力
。
臣
愚
以

属
。
不
宜
復
以
商
事
雑
観
。
専
以
農
桑
矯
務
。
於
園
計
箆
使
。
明
帝
従
之
(
競
志
一
二
司
馬
芝
停
)

と
あ
る
が
、

正
月
よ
り
十
月
ま
で
の
仕
事
は
明
ら
か
に
農
業
本
来
の
仕
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

つ
づ
く
運
輸
租
賦
除
道
理
梁
は
、
必
ず
し
も
農

業
の
本
来
の
仕
事
で
は
な
く
、
寧
ろ
役
に
あ
た
る
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
屯
田
民
に
も
、
単
に
耕
作
だ
け
で
な
く
、
役
に
類
す
る
仕
事
も
課
せ
ら

れ
て
い
た
ζ

と
が
わ
か
る
。
思
う
に
彼
等
屯
国
民
の
出
自
は
前
述
の
如
く
、
叛
蹴
民
の
降
服
者
が
妻
子
を
輿
え
ら
れ
た
り
ゅ
ま
た
戟
蹴
地
の
、

377 
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土
地
な
き
民
が
募
集
さ
れ
、
生
産
手
段
を
輿
え
ら
れ
た
者
で
、
一
般
人
民
よ
り
も
人
身
支
配
が
強
く
、
公
民
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
皇
室
の

@

@
 

私
的
所
有
の
性
格
を
有
す
る
部
曲
に
近
い
存
在
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
屯
田
を
慶
止
し
て
、

公
民
と
し
て
の
認
定
で
あ
り
、
負
措
の
軽
減
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
般
人
民
と
同
じ
「
役
」
を

課
す
る
事
は
、

ω
准
南
型
屯
田
(
且
回
且
守
型
)

@
 

鄭
の
屯
田
が
、
民
屯
型
の
代
表
と
す
る
な
ら
ば
、

今
一

つ
の
軍
屯
型
を
代
表
す
る
も
の
は
、
有
名
な
郵
交
の
屯
田
で
あ
る
。
都
立
の
屯
田
に

つ
い
て
は
周
知
の
如
く
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

凶

(
宣
〉
帝
国
欲
慶
田
積
穀
。
矯
粂
弁
之
計
。

倒
乃
使
郵
支
行
陳
項
以
東
至
蕎
春
地
。
支
以
魚
田
良
水
少
。

不
足
以
蓋
地
利
。
宜
開
河

渠
可
以
大
積
軍
糧
。
又
通
運
漕
之
選
。
乃
者
潤
河
論
以
険
其
指
。
叉
以
爵
土
日
破
黄
巾
因
矯
屯
因
。
積
穀
許
都
以
制
四
方
。
今
三
隅
己
定
事

在
准
南
。
毎
大
軍
征
翠
。
運
兵
過
半
。
功
費
巨
億
。
以
潟
大
役
。
陳
察
之
間
土
下
回
良
。
可
省
許
回
目
左
右
諸
稲
田
。
井
水
東
下
。
令
准
北

於
准
北
。
此
則
十
高
之
衆
五
年
食
也
。
以
此
乗
敵
無
不
魁
突
。
宣
帝
善
之
。
皆
如
支
計
施
行
。

ω
途
北
臨
准
水
。
自
鍾
離
市
南
。
横
石
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二
高
人
准
南
三
蔦
人
。
分
休
且
佃
且
守
。
水
豊
常
枚
三
倍
於
西
。
計
除
衆
費
。
歳
完
五
百
蔦
制
問
。
以
馬
軍
資
。
六
七
年
間
可
積
三
千
世
間
斜

以
西
。
翠
枇
水
四
百
徐
塁
。
五
里
置
一
倍
。
鐙
六
十
人
。
且
佃
且
守
。
同
粂
修
由
民
准
陽
百
尺
二
渠
。
上
引
河
流
。
下
遁
准
頴
。
大
治
諸

阪
於
頴
南
頴
北
。
穿
渠
三
百
徐
星
。
概
田
二
高
頃
。
准
南
准
北
皆
相
連
接
。
白
書
骨
春
到
京
師
。
農
官
兵
困
難
犬
之
聾
。
肝
陪
相
廊
。
毎
東

南
有
事
。
大
軍
出
征
。
汎
舟
市
下
達
子
江
准
。
費
食
有
儲
。
而
無
水
害
。
支
所
建
也
(
膏
書
二
六
食
貨
志
)

こ
の
う
ち
凶
は
、
宣
帝
の
方
針
に
も
と
づ
く
都
支
の
屯
田
創
設
の
た
め
の
下
検
分
と
も
い
う
べ
き
文
で
あ
り
、
倒
の
部
分
は
そ
れ
に
よ
っ
て

建
て
ら
れ
た
都
支
の
屯
田
プ
ラ
ン
で
あ
り
、

ωは
郵
女
。
フ
ラ
ン
に
よ
る
准
南
の
屯
田
建
設
で
あ
り
、
倒
は
同
プ
ラ
ン
に
よ
る
准
北
の
屯
田
建
設

に
闘
す
る
部
分
で
あ
る
。
彼
の
プ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
陳
察
の
聞
は
、
土
地
低
《
水
田
に
適
し
て

い
る
た
め
、
許
昌
附
近
の
稲
田
を
鹿
止
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
れ
た
徐
剰
の
水
を
東
流
さ
せ
て
、
准
北
・
准
南
の
二
ケ
所
に
大
規
模
な
屯
田
を
作
り
、
准
北
に
二
高
人
、
准
南
に
三
高
人
を
配

@
 

置
し
、
常
時
そ
の
八
割
、
四
高
人
を
佃
作
せ
し
め
て
(
郵
支
停
に
よ
る
)
、
年
間
五
百
高
石
の
徐
剰
米
を
う
み
出
し
、
寧
糧
に
あ
て
て
、

奥
の



討
伐
に
便
宜
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
文
を
詳
細
に
見
れ
ば
、
准
南
に
お
け
る
屯
田
と
准
北
に
お
け
る
そ
れ
と
の
聞

に
若
干
の
組
織
に
差
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
准
南
の
屯
田
か
ら
考
察
し
よ
う
。

川
刊
准
南
の
屯
田

准
南
の
屯
田
は
准
水
の
南
岸
に
あ
る
鍾
離
の
南
方
に
あ
た
る
横
石
を
東
の
起
貼
と
し
、
准
南
に
お
け
る
封
奥
戦
略
の
根
接管

地
脊
春
を
経
て
、
西
の
方
は
、
枇
水
に
至
る
ま
で
の
問
、
東
西
四

O
O絵
里
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
准
南
の
屯
田
は
「
五
皇
に
一
倍
、

六
O
人
」
と
い
う
組
織
に
な
っ
て
い
る
。
五
星
と
は
こ
の
場
合
、
封
奥
戟
線
の
正
面
幅
を
い
っ
た
も
の
で
、
王
星
四
方
を
意
味
す
る
も
の
で
は

あ
る
ま
い
。
前
述
の
著
書
食
貨
志
に
よ
る
と
、

戚
寧
元
年
十
二
月
詔
日
:
:
:
今
以
鄭
実
官
奴
稗
。
著
新
域
。
代
田
兵
種
稲
。
奴
蝉
各
五
十
人
矯
一
屯
。
屯
置
司
馬
使
。
皆
如
屯
田
法
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と
、
田
兵
の
代
り
に
官
奴
牌
を
も
っ
て
回
作
せ
し
め
て
い
る
記
録
が
あ
る
。

作
す
る
箪
屯
田
で
あ
る
か
ら
、
軍
屯
田
の
組
織
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
屯
田
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
前
の
「
一
倍

こ
の
屯
田
は
も
と
も
と
田
兵
の
耕

-11-

六
O
人
」
は
そ
の
中
五

O
人
が
田
作
に
従
事
し
一

O
人
が
分
休
し
て
い
た
も
の
と
解
せ
よ
う
(
丁
度
八
割
の
稼

働
率
と
な
る
。
〉
。
恐
ら
く
奥
の
軍
隊
を
控
え
た
前
載
の
屯
団
地
帯
の
事
で
あ
る
か
ら
、

分
休
と
は
田
作
を
休
止

す
る
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
ず
、
賓
際
は
敵
陣
の
警
戒
に
あ
た
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

五
星
間
隔
に
五

O
人

な
ら
ば

一
塁
一

O
人
の
割
合
に
な
る
。
軍
隊
屯
田
は
軍
隊
組
織
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
と
し
て
、

一
O
人
の
中
一
人
を
長
と
考
え
れ
ば
、
型
を
も
っ
て
田
作
す
る
者
は
九
人
に
な
る
。

人

更
に
想
像

園

在
加
え
る
な
ら
ば
、

嘗
り
の
面
積
は
全
く
推
量
す
る
よ
り
外
に
方
法
が
な
い
が
、
前
節
漢
代
の
場
合
「
且
田
且
守
」
は
耕
戟
分
離
型

に
比
較
し
て
、
半
分
以
下
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
約
五

O
歩
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。
す
る
と
、
都
立
の
准
南

屯
田
の
地
割
は
大
瞳
上
園
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
准
南
屯
田
の
幅
は
四

O
O徐
星
で
あ
る
か
ら
一
列

で
八

O
徐
倍
、
一
倍
六

O
人
で
あ
る
か
ら
約
五

0
0
0人
が
屯
固
に
従
事
し
て
い
た
。
全
部
で
三
高
人
で
あ
る

か
ら
縦
深
は
六
列
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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次
い
で
准
北
屯
田
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
郵
支
は
ま
ず
、
准
河
上
流
の
准
陽
・
百
尺
の
二
渠
の
規
模
を
讃
大
化
し
て
黄
河
の
水

@
 

を
准
水
・
頴
水
に
流
入
さ
せ
て
、
頴
水
を
挟
む
南
北
に
濯
瓶
水
路
三
百
皇
を
掘
撃
し
て
線
計
二
寓
頃
の
瓶
回
を
作
り
、

ζ

れ
を
二
高
の
屯
田
人

に
割
首
た
わ
け
で
あ
る
。

所
で
こ
の
准
北
地
域
は
早
く
か
ら
貌
の
勢
力
範
固
に
入
り
、
首
時
「
且
田
且
守
」
す
る
必
要
が
な
い
ば
か
り
か
、

許

そ
れ
に
使
っ
て
い
た
水
を
東
流
さ
せ
て
、
准
北
の
屯
田
を
聞
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
准
北
の
屯
田
者
の
多
く

同
准
北
屯
田

自
国
の
近
傍
の
稲
田
を
駿
止
し
て
、

は、

今
迄
許
昌
地
域
の
屯
田
に
従
事
し
て
い
た
も
の
を
移
住
さ
せ
た
に
相
還
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
買
は
民
屯
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
・准
北
二
蔦
人
と
な
っ
て
い
て
も
、
質
質
は
二
高
戸
に
遣
い
あ
る
ま
い
。
二
高
戸
に
概
回
二
高
頃
を
割
嘗
た
の
で
あ
る
か
ら
、

@
 

頃
に
な
る
。

一
戸
H

と
の
准
北
・
准
南
の
屯
固
に
閲
し
て
は
、
周
知
の
如
く
侍
玄
の
上
奏
が
あ
る
。

其
四
日
、
古
以
歩
百
露
畝
。
今
以
二
百
四
十
歩
矯
一
畝
。
所
魔
(
受
)
過
倍
。
近
親
初
課
因
。
不
務
多
其
頃
畝
。
但
務
修
其
功
力
。
故
自
国

@
 

牧
至
十
徐
斜
。
水
田
枚
数
十
刷
所
。
自
頃
以
来
。
日
増
田
頃
畝
之
課
。
而
回
兵
盆
甚
功
。
不
能
修
理
。
至
畝
数
斜
己
還
。
或
不
足
以
償
種
。
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非
興
襲
時
異
天
地
横
遇
災
害
也
。
其
病
正
在
子
務
多
頃
畝
而
功
不
修
耳
(
青
書
四
七
侍
玄
停
〉

右
の
文
に
よ
れ
ば
、
膏
の
頃
に
は
(
こ
の
上
奏
文
は
膏
の
泰
始
四
年
で
あ
る
)
貌
初
に
比
較
し
て
割
嘗
の
畝
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
貼
を
強
調

一
戸
一
頃
で
あ
っ
て
、
こ
の
都
支
屯
田
と
同
面
積
で
あ
る
か
ら
、
膏
の
屯
田
の
頃
畝
が
慶
く

な
っ
た
と
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
同
一
面
積
で
あ
っ
て
も
、

ζ

の
准
北
の
場
合
は
水
田
で
あ
る
か
ら
、
一
戸
一
頃
(
日
本
の
約
四
町
王
段
)

@
 

は
如
何
に
牛
耕
と
い
え
ど
も
、
適
正
面
積
を
相
首
超
過
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
お
、
停
玄
の
上
奏
文
に
は
「
田
兵
」
と
あ
っ
て

准
北
の
屯
田
が
前
述
の
遁
り
「
民
屯
」
で
あ
る
の
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
准
北
の
屯
田
は
、
封
実
戦
闘
の
使
宜
の
た
め
に
建
設
さ

し
て
い
る
。
貌
初
の
屯
回
は
郭
の
例
に
よ
れ
ば

れ
た
も
の
で
、
准
南
の
屯
田
と
一
種
と
な
っ
て
運
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
軍
の
支
配
下
に
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
軍
屯
で
あ

る
か
民
屯
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
屯
田
の
経
営
内
容
よ
り
も
、

そ
の
管
轄
者
の
問
題
で
あ
る
。

以
上
本
節
に
お
い
て
、
鄭
と
郵
支
の
屯
田
を
中
心
と
し
て
、
現
畜
の
屯
田
の
こ
つ
の
型
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
て
き
た
。
前
者
は



民
屯
型
で
あ
り
華
北
↓
常
に
配
置
さ
れ
、
曲
穴
農
官
の
管
掌
に
麗
し
大
龍
一
頃
を
基
準
と
し
た
と
思
わ
れ
、
泰
始
二
年
、
萄
の
卒
定
を
機
曾
に
解

放
さ
れ
で
、
州
郡
の
中
に
解
消
さ
れ
た
。

一
方
軍
屯
は
准
南
a

准
北
を
中
心
と
し
て
卒
奥
の
後
民
丁
に
割
嘗
て
ら
れ
、
戸
調
式
の
中
に
解
消
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
屯
田
を
、
漢
の
二

つ
の
屯
田
l
且
田
且
守
型
と
耕
職
分
離
型
!
と
比
較
す
れ
ば
、
屯
田
の
形
式
と
土
地
の
配
分

に
お
い
て
互
い
に
類
似
性
の
あ
る
事
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
貌
膏
の
屯
田
は
、
漢
の
屯
田
に
比
較
し
て
、
一
見
園
家
的
経
営
が
、
細
部
ま
で

浸
透
せ
ず
、
(
特
に
華
北
屯
田
は
〉
民
営
的
性
格
が
強
く
、
そ
の
意
味
で
は
漢
の
侵
固
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
屯
田
の
場
所
が
、

説
膏
の
園
境
地
帯
と
は
い
え
、
中
圏
内
地
に
存
在
し
て
い
た
事
、
ま
た
屯
回
目
的
が
、
漢
代
の
そ
れ
の
如
く
、
純
粋
に
国
境
兵
士
の
食
種
補
給

の
み
を
目
標
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
園
家
財
政
の
一
端
を
荷
携
し
て
い
た
と
い
う
性
格
か
ら
由
来
す
る
必
然
の
結
果
と
み
な
せ
ば
、
都
の
屯

回
H
典
農
官
屯
田
は
一
躍
居
延
屯
田
の
系
譜
を
引
き
、
軍
屯
は
越
充
園
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

四

音

の

占

固

と

課

田
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以
上
競
膏
の
屯
田
に
も
「
旦
回
且
守
」
型
と
「
耕
戟
分
離
」
型
の
二
種
あ
り
、
そ
れ
は
各
々
漢
代
の
且
田
且
守
型
と
耕
戟
分
離
型
(
恒
国
型

も
含
ま
れ
る
が
〉
を
繕
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
を
述
べ
て
き
た
が
、

こ
の
二
つ
の
系
統
の
固
有
地
の
耕
作
形
態
が
、
膏
に
な
っ
て
如
何
に
慮

置
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

西
膏
の
土
地
制
度
に
闘
す
る
記
載
は
非
常
に
不
完
全
で
、
膏
書
食
貨
志
に
見
え
る
所
謂
膏
の
武
帝
の
戸
調
式
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
唯

一
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

凶
又
制
戸
調
之
式
。
丁
男
之
戸
、
歳
輪
絹
三
匹
綜
三
斤
。
女
及
次
丁
男
矯
戸
者
牢
輪
。
其
諸
透
郡
或
三
分
之
二
。
選
者
三
分
之
一
。
夷
人
輪

出
資
布
戸
一
匹
。
還
者
或
一
丈

剛
男
子
一
人
。
占
田
七
十
畝
。
女
子
三
十
畝

381 

ω其
外
丁
男
課
回
五
十
畝
。
丁
女
二
十
畝
。
次
T
男
牢
之
。
女
則
不
課
。
男
女
年
十
六
日
上
至
六
十
矯
正
了
。
十
五
己
下
至
十
三
。
六
十
一
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己
上
至
六
十
五
局
次
了
。
十
二
己
下
六
十
六
己
上
馬
老
小
。
不
事

@
 

倒
(
遠
夷
)
不
課
田
者
。
輪
義
米
戸
三
制
問
。
還
者
五
斗
。
極
遠
者
輪
算
銭
人
二
十
八
文

間
其
官
品
第
一
至
子
第
九
。
各
以
貴
賎
占
因
。
品
第
一
者
占
五
十
頃
。
第
二
品
四
十
五
頃
。
第
三
品
四
十
頃
。
第
四
品
三
十
五
頃
。
第
五
品

三
十
頃
。
第
六
品
二
十
五
頃
。
第
七
品
二
十
頃
。
第
八
口
問
十
五
頃
。
第
九
品
十
頃
。

@

、

ζ

の
占
田

・
課
固
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
種
々
の
設
が
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
現
在
一
般
に
有
力
観
さ
れ
て
い
る
の
は
宮
崎
氏
の
、
占
回
は
全

農
民
の
土
地
の
所
有
に
封
す
る
制
限
で
あ
り
、
課
田
は
屯
田
を
解
放
し
て
、
人
民
に
(
主
と
し
て
卒
呉
の
戟
闘
に
従
っ
た
兵
士
で
あ
ろ
う
が
)

解
放
し
た
土
地
で
あ
る
、
と
い
う
設
で
あ
る
。

私
の
見
解
も
、
民
の
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
占
田
は
、
泰
始
二
年
、
所
調
典
農
官
支
配

下
の
民
屯
田
の
鹿
止
に
と
も
な
っ
て
民
聞
に
解
放
さ
れ
た
土
地
で
あ
り
、
課
固
と
は
、
卒
呉
の
後
、

と
の
戸
調
式
の
頒
布
に
と
も
な
っ
て
新
た

に
解
放
さ
れ
た
土
地
で
、

不
課
田
と
は
一
般
の
、
従
来
か
ら
の
私
有
地
を
指
す
も
の
、

と
い
う
見
解
で
あ
る
。
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私
が
ζ

の
よ
う
な
推
論
を
持
っ
た
第
一
の
理
由
は
、
首
時
司
馬
氏
は
説
を
裳
奪
し
て
天
子
の
地
位
に
就
い
た
た
め
、
豪
族
・
貴
族
に
謝
し
て

寛
大
な
態
度
を
と
り
、

豪
族
の

一
層
の
割
擦
を
み
て
、
荘
園
時
代
の
端
緒
が
ひ
ら
け
た
時
期
で
あ
る
、
と
い
う
貼
に
あ
る
。
こ
の
時
に
全
農
民

に
謝
し
て
限
田
制
を
施
行
す
る
事
は
甚
だ
困
難
な
事
に
違
い
な
い
。
強
大
な
国
家
権
力
を
誇
っ
て
い
た
前
漢
で
す
ら
、
哀
帝
の
時
師
丹
が
限
田

制
を
進
言
し
て
、
諸
王
・
公
主

・
列
侯
・
関
内
侯
以
下
吏
民
の
所
有
地
を
三

O
頃
以
下
に
制
限
し
よ
う
と
し
た
が
、
途
に
彼
等
の
反
封
に
あ
っ

て
貫
現
に
至
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
強
大
な
国
家
権
力
を
持
ち
、
人
頭
税
を
課
し
て
、
個
別
的
人
身
支
配
さ
え
前
提
と
し
て
い
た
漢
の
盛
時

に
お
い
て
す
ら
、
全
国
民
に
封
す
る
限
田
制
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
卒
奥
の
後
、
園
軍
の
維
持
す
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
菅

の
武
帝
の
時
期
に
、
か
か
る
制
限
は
理
解
し
が
た
い
所
で
あ
る
。
第
二
は
従
来
の
様
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
占
田
と
課
固
と
は
排
中
関
係
に
立

ち
、
全
国
の
土
地
は
、
占
回
と
課
田
に
分
れ
る
こ
と
に
な
り
、
不
課
田
者
の
存
在
絵
地
が
な
い
。
従
っ
て
不
課
困
者
と
は
嘗
然
占
因
者
と
同
義

し
か
し
同
一
戸
調
式
の
中
で
、
占
田
と
不
課
回
が
同
一
の
も
の
を
指
す
と
は
、
考
え
難
い
か
ら
、

占
回
、

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

課
回
、
更
に
不
課
回
の
三
者
が
各
々
別
個
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。



然
ら
ば
一
五
年
前
、
屯
田
の
解
放
し
た
地
を
今
何
故
に
占
回
と
呼
ぶ
か
と
一
言
う
理
由
が
問
題
と
な
り
、
又
後
文
の
「
官
口
問
占
回
」
と
の
閥
係

一

も
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
以
下
ζ

の
黙
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
占
田
の
占
は
、
周
知
の
如
く
、
漢
代
以
後
、

「
眉
出
る
」

「
申
告
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り

「
男
子
一
人
に
は
、

田
を
占
め
し
む
る
ζ

と
七
十
畝
、
女
子
に
は
三
十
畝
と
す
、
そ
の
外
の
丁
男
に
は

回
を
課
す
る
こ
と
五
十
畝
」
と
い
う
解
樺
も
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
後
文
に
不
課
回
者
と
あ
る
以
上
一
家
の
中
に
、
課
回
と
占
回

@
 

と
を
直
別
し
て
、
土
地
を
支
給
し
た
と
い
う
見
解
に
は
同
意
し
が
た
く
、
占
田
と
課
田
と
は
、
別
個
の
農
家
を
封
象
と
し
た
政
策
で
あ
ろ
う
。

太
康
元
年
、
呉
を
卒
定
す
る
一
五
年
前
の
泰
始
二
年
は
、
丁
度
萄
を
征
服
し
て
、
軍
事
行
動
に
も
一
段
落
の
つ
い
た
時
で
、
と
れ
を
機
曾
に
徐

裕
の
出
来
た
軍
隊
を
解
散
す
る
と
共
に
、
奥
農
官
屯
田
を
鹿
止
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
戸
調
式
の
場
合
と
全
く
事
情
が
一
致
す
る
。
む

し
ろ
貌
の
屯
田
は
華
北
を
中
心
と
し
て
い
た
事
情
か
ら
判
断
し
て
、
泰
始
二
年
の
屯
田
鹿
止
は
、
と
の
時
以
上
の
規
模
を
も
っ
た
も
の
で
、
と

れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
土
地
改
革
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
泰
始
二
年
の
土
地
改
革
に
も
(
勿
論
こ
の
際
に
は
屯
田
地
の
み
で
な
く
、

Eυ 
唱

i

一
般
無
主
地
も
謝
象
と
な
っ
た
の
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
が
)
、
と
の
屯
田
鹿
止
に
と
も
な
う
政
令
が
費
布
さ
れ
た
に
相
違
な
く
、
恐
ら
く
ζ

の
時

@
 

も
、
戸
調
式
に
お
け
る
課
田
の
規
定
に
類
似
の
政
令
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
十
五
年
の
歳
月
が
経
る
と
共
に
、
首
然
最
初
の
配
分
が

崩
れ
て
土
地
の
粂
併
の
始
ま
っ
た
事
も
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
五
年
後
天
下
を
統
一
し
て
、
持
び
同
様
の
屯
回
分
配
を
行
な
っ
た

の
を
機
曾
に
、
泰
始
二
年
に
鹿
止
し
た
課
回
を
併
せ
整
理
す
る
た
め
、
所
有
祇
況
を
申
告
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
考
え
れ
ば
、
泰
始
二

年
に
解
放
さ
れ
た
典
農
官
の
屯
田
を
指
し
て

「
占
回
」
と
帯
し
で
も
了
承
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
占
田
の
制
限
が
、
男
子
七

O
畝、

女
子
三

O
畝
と
の
み
で
、
課
田
の
如
き
年
令
に
よ
る
細
か
な
直
別
が
な
い

の
は
、
人
口
の
饗
化
、
或
は
個
人
の
経
漕
能
力
の
不
同
に
よ
り
、
泰

始
二
年
の
欣
態
に
復
す
る
事
が
困
難
で
あ
っ
て
、
僅
か
に
民
屯
の
戸
毎
一
頃
の
原
則
に
従
っ
て
、
男
女
合
計
百
畝
H

一
頃
と
規
定
す
る
の
が
、

最
初
の
制
度
を
、

限
界
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

土
地
の
制
限
・
分
配
を
す
る
場
合
、
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
た
め
に
は
、
組
え
ざ
る
政
治

権
力
の
介
入
を
必
要
と
す
る
が
、
国
家
権
力
の
弱
い
膏
朝
と
し
て
は
、
そ
れ
は
不
可
能
な
事
で
あ
っ
た
に
遠
い
あ
る
ま
い
の

「
占
田
」
を
と
の
様
に
解
樺
す
る
と
す
れ
ば
、
閉
じ
戸
調
式
に
見
ら
れ
る
「
官
品
占
田
」
の
よ
り
て
来
た
る
理
由
を
も
考
察
す
る
必
要
が
あ

383 
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る
。
同
じ
戸
調
式
の
中
に
使
用
さ
れ
た
「
占
田
」
の
語
が
、
各
々
別
個
の
意
味
を
持
つ
筈
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

戸
調
式
の
官
口
問
占
固
に
閲
す
る
一
品
五

O
頃
以
下
、
九
品
一

O
頃
に
至
る
数
字
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
官
品
の
土
地
所
有
高
を

制
限
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
貼
か
ら
言
え
ば
、
前
述
の
庶
民
の
「
占
田
」
も
「
限
田
」
と
理
解
し
た
方
が
安
嘗
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
早
計
で
、
貫
は
ζ

の
制
限
が
、
彼
等
の
所
有
額
の
す
べ
て
に
謝
す
る
制
限
か
否
か
と
い
う
所
に
問
題
が
あ
る
。
も
し
ζ

れ
が
彼
等
の
土
地

所
有
額
の
す
べ
て
を
制
限
し
た
も
の
な
ら
ば
、
郷
品
一
品
の
家
が
代
替
り
す
れ
ば
、

五
品
の
官
か
ら
仕
官
す
る
事
に
な
る
が
、

五
O
頃
の
中
二

五
頃
を
国
家
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
と
な
る
。
ま
た
郷
口
問
一
口
問
で
あ
っ
て
も
、
現
在
在
官
中
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
家
は
土
地
所
有
を

認
め
ら
れ
な
い
事
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
武
常
の
初
期
の
頃
に
は
、
す
で
に
豪
族
・
貴
族
が
刀
工
地
を
慶
く
粂
併
し
て
い
た
事
は
、

泰
始
五
年
正
月
発
巳
。
勅
戒
郡
園
計
吏
。
諸
郡
園
守
相
令
長
。
務
霊
地
利
。
禁
遊
食
商
販
。
其
休
眠
者
。
令
輿
父
兄
同
其
勤
労
。
豪
勢
不

得
侵
役
寡
弱
。
私
相
置
名
(
膏
書
二
六
食
貨
志
)

と
豪
勢
の
家
の
私
客
の
禁
止
や
、

現
氏
給
公
卿
己
下
租
牛
客
戸
。
数
各
有
差
。
自
後
小
人
俸
役
。
多
集
局
之
。
貴
勢
之
門
。
動
有
百
数
。
又
太
原
諸
部
。
亦
以
伺
奴
胡
人
魚

田
客
。
多
者
数
千
。
武
帝
践
位
。
詔
禁
募
客
(
音
書
九
三
玉
伺
停
〉
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と
、
武
帝
が
卸
位
の
時
に
、
私
客
の
募
集
を
禁
じ
て
い
る
貼
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
嘗
時
の
記
録
に
よ
る
と
、
全
国
に
荘
園
・
磯
碓
を
経

営
し
た
富
豪
の
記
載
が
あ
り
、
例
え
ば
王
戎
の
荘
園
は
全
園
に
散
在
し
、
彼
は
毎
日
そ
の
牧
盆
を
計
算
し
た
と
い
う
が
、
彼
の
地
位
は
司
徒
で

あ
っ
て
も
、
到
底
規
定
の
限
田
を
守
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
石
崇
は
商
業
を
脇
田
み
、
天
子
に
勝
る
富
を
所
有
し
て
い
た
。
彼
等
の

致
富
は
商
業
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、
嘗
時
の
商
業
は
土
地
経
酒
の
基
盤
の
上
に
た
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
荘
園
も
ま
た
慶

大
な
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
到
底
乙
の
限
回
額
の
範
園
に
止
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ζ
ζ

で
、
こ
の
戸
調
式
の
限
田
額
を
、
他
の
時
代
の
限
回
額
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
前
に
ふ
れ
た
前
漢
師
丹
の
限
田
策
は
、

有
司
傑
奏
。
王
列
侯
得
名
田
園
中
。
列
侯
在
長
安
及
公
主
。
名
田
鯨
道
。
閥
内
侯
吏
民
名
田
皆
無
得
過
三
十
頃
(
漢
書

京
帝
紀
〉



と
あ
っ
て
、
王
侯
以
下
一
律
に
三

O
頃
に
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
等
上
級
の
者
は
、
如
淳
の
注
に
よ
る
如
く
、
領
地
か
ら
枚
得
す
る
租
税
が

生
活
の
物
的
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば
私
回
を
所
有
し
な
い
立
場
に
あ
っ
て
、
戸
調
式
の
場
合
の
限
田
制
と
若
干
事
情
を
異
に
し
て

い
る
が
、
そ
れ
に
も
不
拘
、
吏
民
に
至
る
ま
で
三

O
噴
の
土
地
を
許
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
若
し
、
戸
調
式
と
く
ら
べ
て

彼
等
が
自
分
の
私
回
に
経
慣
の
基
礎
を
お
い
て
い
る
な
ら
ば
、
王
公
以
下
の
官
吏
は
蓮
か
に
多
く
の
土
地
を
許
容
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
北

賓
の
河
清
三
年
の
令
に
よ
れ
ば
、

奴
牌
受
回
者
、
親
王
止
三
百
人
。
嗣
王
止
二
百
人
。
第
二
品
嗣
王
巴
下
及
庶
姓
王
止
一
百
五
十
人
。
正
三
品
己
上
及
王
宗
止
一
百
人
。
七

品

己

上

限

止

八

十

人

。

八

品

己

下

至

庶

人

限

止

六

十

人

。

奴

稗

限

外

不

給

田

者

。

皆

不

輪

。

受

露

田

八

十

畝
。
婦
四
十
畝
。
奴
牌
依
良
人
。
限
数
奥
在
京
百
官
同
(
惰
書
二
四
食
貨
志
〉

其
方
百
皇
外
及
州
人
一
夫
。

上
下
の
差
に
よ
っ
て
受
田
の
人
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
受
田
額
は
前
文
に
あ
る
如
く
、
百
姓
奴
牌
を
問
わ
ず
、
男
は
八

O
畝、

女
子
は
四

O
畝
で
あ
る
か
ら
、
卒
均
す
れ
ば
六

O
畝
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
親
王
以
下
の
土
地
所
有
制
限
は
、
最
底
、
親
王
の
一
八

O
頃
、
以

と
あ
っ
て
、

下
入
品
庶
人
は
三
六
頃
と
な
り
、
規
制
の
上
で
は
、
戸
調
式
に
比
較
し
て
、
甚
だ
し
く
寛
大
で
あ
る
。
と
れ
等
の
例
か
ら
見
て
、

ζ

の
戸
調
式

の
官
口
問
限
田
制
は
、
彼
等
の
所
有
額
全
韓
を
規
制
し
た
も
の
と
し
て
は
、
徐
り
に
も
最
酷
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
か
つ
て
河
地
氏
は
、

と
の
戸
調
式
に
許
さ
れ
る
部
曲
の
人
数
、
客
の
数
の
非
常
に
少
い
黙
に
著
目
し
忙
、

ζ

れ
等
の
数
字
は
、
部
曲
・
客
の
所
有
数
の
制
限
で
は

な
く
、
克
税
の
特
典
を
受
け
る
、
そ
れ
ら
の
人
数
で
は
な
い
か
と
い
う
設
を
提
出
し
た
の
は
、
蓋
し
傾
聴
に
値
す
る
一
言
で
あ
ろ
為
も
し
部
曲

・
客
の
人
数
が
所
有
の
全
瞳
を
指
す
の
で
な
い
な
ら
ば
、
同
じ
戸
調
式
の
官
品
占
回
も
、
所
有
額
の
全
瞳
を
制
限
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
必

然
性
は
な
い
。
も
っ
と
も
「
一
品
五
十
五
噴
」
以
下
の
数
字
は
、
必
ず
し
も
菟
税
の
恩
恵
を
受
け
る
所
有
面
積
と
断
定
す
る
の
は
早
計
で
、
卒

385 

奥
の
時
期
を
基
準
と
し
た
、
固
有
地
の
占
有
樺
を
官
吏
に
輿
え
た
も
の
と
も
推
測
で
き
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
場
合
の
前
提
と
し
て
彼

等
官
人
k
謝
し
て
土
地
の
所
有
を
申
告
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
占
田
と
は
、
そ
れ
に
由
来
す
る
名
稽
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
戸
調
式
の
倒
と

倒
の
「
占
田
」
は
同
じ
意
味
に
解
し
て
何
等
支
障
が
な
い
。
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以
上
占
田
・
課
田
が
、
泰
始
二
年
と
太
康
元
年
卒
央
の
二
回
に
わ
た
っ
て
解
放
さ
れ
た
屯
田
で
あ
ろ
う
と
言
う
新
解
樺
を
提
出
し
て
き
た

が
、
最
後
に
占
田

・
課
回
の
租
税
に
つ
い
て
多
少
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
戸
調
式
凶
の
部
分
は
課
に
闘
す
る
記
載
で
あ
り
、

「
丁
男
の
戸
は
年
に

絹
三
匹
と
豚
三
斤
。
女
及
次
丁
男
の
戸
主
に
な
っ
て

い
る
者
は
そ
の
牢
分
、
透
郡
は
三
分
の
二
、
遠
者
は
三
分
の
一
、
夷
人
は
賓
布
戸
ご
と
一

匹
。
或
は
遠
者
一
丈
」
と
な

っ
て
い
る
。
と
の
文
は
、
戸
主
の
相
違
、
地
域
の
遠
近
の
み
に
よ
っ
て
差
を
附
し
て
お
り
、
所
有
す
る
土
地
の
性

格
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
乙
れ
は
占
田

・
課
田
・
不
謀
回
者
全
瞳
に
通
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
田
租
に
つ
い

て
は
戸
調
式
に
は
何
等
の
記
載
は
な
く
、

た
だ
膏
故
事
の
遺
文
に
は
、

凡
民
丁
課
回
。
夫
五
十
畝
。
牧
租
四
刷
所
。
絹
三
匹
。
綿
三
斤

初
皐
記
二
七
賛
記
部
絹
九

と
あ
っ
て
、
畝
ご
と
八
升
の
率
で
課
税
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
占
回
・
課
回
の
田
租
は
膏
初
よ
り
戸
毎
回
刷
所
と
解
す
る
事
も
可
能

@
 

で
あ
る
が
、
苔
故
事
は
周
知
の
如
く
、
す
べ
て
が
膏
初
の
も
の
と
解
す
る
に
は
種
々
の
疑
問
が
あ
る
。
私
は
寧
ろ
音
故
事
の
文
は
、
占
田
・
課

回
も
や
が
て
崩
壊
し
、
最
初
の
均
等
的
配
分
か
ら
土
地
粂
併
が
行
な
わ
れ
、
更
に
国
家
の
統
制
力
の
退
歩
と
共
に
、
分
盆
の
制
が
不
可
能
と
な

-18一

っ
た
た
め
、
最
初
の
割
首
額

「
丁
男
五

O
畝
」
を
前
提
に
お
き
、
貫
際
の
所
有
面
積
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
戸
ご
と
四
刷
所
を
租
税
と
し
て
徴

枚
す
る
と
と
に
な
っ
た
も
の
と
想
像
し
た
い
。
膏
の
成
立
の
事
情
か
ら
考
え
て
、
国
家
経
酒
(
或
は
司
馬
氏
の
経
済
〉
の
基
盤
に
な
っ
て
い
た

り占
で回
あ ・
ろ課
う品田
日の

牧
盆
を

五
割
乃
至
六
割
よ
り

一
挙
に
一
般
租
税
な
み
に
引
下
げ
る
と
い
う
事
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
宮
崎
氏
の
設
の
遁

五

般

州

民

の

場

合

に

ず〉

い

て

今
迄
の
諸
節
に
お
い
て
、
漢
の
屯
田
か
ら
膏
の
占
回
課
田
に
至
る
系
譜
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
た
。
し
か
し
、
乙
れ
等
は
園
管
・
民
営
を
と

わ
ず
、
園
家
が
土
地
の
面
倒
を
見
て
来
た
場
合
の
考
察
で
あ
る
。
と
こ
で
漢
か
ら
膏
に
至
る
私
有
地
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。

前
漢
代
に
お
け
る
一
般
人
の
租
税
の
主
た
る
も
の
は
、
遁
常

一
五
分
の
一
の
田
租
と
、
成
人
男
女
年
一
一
一

O
銭
の
算
賦
で
あ
る
。
後
漢
の
光



武
帝
が
天
下
統
一
に
際
し
て
、
民
生
安
定
の
た
め
に
三

O
分
の
'一
の
税
率
に
切
下
げ
た
。

(
建
武
六
年
)
頃
呑
師
旗
未
解
。
p

用
度
不
足
。
故
行
十
一
之
税
。
今
寧
土
屯
因
。
糧
儲
差
積
。
其
令
郡
国
政
見
凪
租
三
十
税
一
。
如
奮
制

(
後
漢
書
一
光
武
帝
紀
)

乙
の
三

O
分
の
一
は
長
く
後
漢
の
定
制
と
な
っ
た
が
、
後
漢
霊
帝
の
中
卒
二
年
二
月
に
「
税
天
下
因
。
畝
十
銭
」
と
畝
を
計
っ
て
税
を
牧
め

る
事
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。
と
の
方
法
が
現
に
も
縫
承
さ
れ
た
事
は
、

其
枚
田
租
畝
四
升
。
戸
出
絹
二
匹
綿
二
斤
而
巴
。
他
不
得
撞
興
費
。
郡
園
守
相
ソ

明
、検
察
之
。
無
令
彊
民
有
所
隠
難
。
市
弱
民
粂
賦
也

(
貌
志
一
武
帝
紀
建
安
九
年
九
月
の
傑
親
書
所
載
)

@
 

と
あ
る
事
で
明
ら
か
で
あ
る
。
西
嶋
氏
は
、

ζ

の
貌
の
改
革
に
つ
い
て
つ
田
租
が
枚
穫
物
に
謝
す
る
定
率
か
ら
、
車
位
面
積
に
謝
す
る
定
額
と

な
り
、
人
頭
税
的
な
貨
幣
徴
枚
が
、
戸
を
単
位
と
す
る
現
物
徴
故
に
襲
ら
れ
た
も
の
で
、
一
般
に
戸
調
制
の
起
源
と
し
て
重
観
さ
れ
る
改
革
で

あ
る
。
と
の
税
制
改
革
は
、
園
家
権
力
が
戸
の
内
部
ま
で
浸
透
し
て
い
な
い
と
い
う
貼
で
、
漢
代
に
比
較
し
て
農
民
に
封
す
る
園
家
植
カ
の
退

乙
の
曹
操
の
改
革
の
意
義
を
遁
確
に
評
債
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
に
お
い

歩
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
:
・
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
、

て
は
、
国
家
は
、
戸
毎
の
耕
作
面
積
と
、
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及
び
戸
内
の
人
口
駅
態
を
完
全
に
把
握
し
う
る
事
を
前
提
と
し
た
立
法
で
あ

り
、
現
の
そ
れ
は
、
戸
内
の
人
口
吠
態
に
は
閥
係
せ
ず
、
ま
た
枚
穫
の
良
否
に
閥
係
じ
な
い
と
い
う
前
提
に
た
て
ら
れ
た
租
税
徴
牧
法
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
、
一
戸
の
耕
作
面
積
を
把
握
す
る
事
を
前
提
と
す
る
。
不
課
田
者
が
私
有
地
耕
作
者
H
一
般
州
民
で
あ
る
と
い
う
私
の
偲
定
が

認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
膏
の
租
税
は
戸
毎
三
割
問
の
田
租
と
、
絹
三
匹
・
瞬
三
斤
と
、
土
地
の
所
有
額
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
卒
等
、

i

完
全
な
定
額
租
税
と
な
り
、
園
家
が
各
戸
の
内
部
に
全
く
タ
ッ
チ
す
る
必
要
が
な
く
な
っ

て
来
る
。
国
家
の
税
牧
と
し
て
の
立
場
よ
り
、
定
率

と
定
額
は
い
ず
れ
が
有
利
で
あ
る
か
と
い
う
事
は
、
一
概
に
は
断
定
不
可
能
で
、
む
し
ろ
、

其
の
枚
穫
の
肢
況
、

一
定
の
租
牧
を
確
保
す
る
場
合
、
定
額
牧
租
の
方

が
安
定
性
に
富
む
事
も
事
貰
で
あ
る
。
し
か
し
定
率
牧
租
は
、
理
論
上
毎
年
の
攻
租
額
の
多
少
の
費
動
は
避
け
難
い
が
、
検
見
の
判
定
に
お
い

て
擢
力
の
強
い
者
が
有
利
で
あ
る
事
は
否
定
出
来
な
い
。
国
家
擢
力
の
強
勢
な
時
は
、
必
要
に
醸
じ
、
正
嘗
の
理
由
の
も
の
に
割
嘗
の
増
加
を
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闘
る
事
が
可
能
で
あ
り
、
民
間
(
豪
族
)
の
勢
力
の
強
い
時
は
逆
の
現
象
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
後
漢
時
代
の
農
業
技
術
の
量
逮
に
と
も

@
 

な
う
二
年
三
毛
作
の
成
立
や
、
江
准
地
直
に
お
け
る
米
作
技
術
の
輩
展
と
を
考
え
れ
ば
、

定
率
牧
租
が
定
額
の
そ
れ
よ
り
遥
か
に
有
利
で
あ
ろ

う
事
は
否
め
な
い
。
こ
の
様
な
時
期
に
定
率
か
ら
定
額
へ
の
費
化
は
、
園
家
機
カ
の
農
家
へ
の
大
き
な
退
歩
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
漢
よ

り
説
、
現
よ
り
畜
へ
と
、
豪
族
の
檎
力
が
強
化
さ
れ
る
事
は
通
設
で
あ
る
が
、
不
課
因
者
を
私
有
地
耕
作
者
(
一
般
州
民
)
と
解
す
れ
ば
、
租

税
徴
般
の
面
で
も

そ
の
事
が
裏
付
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
-
謀
税
額
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
貌
の
牧
税
率
を
毎
畝
四
升
と
す
れ
ば
、

大
韓
税
率
と
し
て
百
分
の
一
位
で

(
畝
ご
と
四
刷
所
と
み
て
)
、

漢
代
が
三

O
分

一
で
善
政
を
誇
っ
た
に
比
較
し
て
表
面
上
非
常
な
減
税
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
園
で
は
古
来
よ
り

「一

O
分
の

一」

の
田

租
は
聖
人
も
認
め
る
所
で
あ
り
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
様
な
低
率
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

貌
が

一
般
州
都
民
に
こ
の
低
率
を
も
っ

て

し
た
の
は
、
貌
の
屯
田
は
す
で
に
本
来
の
軍
糧
補
給
か
ら
脱
し
て
、
現
朝
の
経
済
的
基
礎
を
支
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
更
に
極
言
す
る
な

ら
ば
、
戦
時
中
に
お
け
る
貌
の
勢
力
は

主
と
し
て
屯
田
に
限
ら
れ

一
般
州
郡
民
は
、
地
方
の
群
雄
に
匝
室
一
目
さ
れ
て
、
充
分
の
統
治
が
と
ど

-20-

か
ず
、

た
め
に
低
い
名
目
的
な
税
率
を
か
か
げ
、
始
め
か
ら
一
般
州
民
か
ら
の

田
租
を
あ
て
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
異
相
で
は
あ
る

ま
い
か
(
不
課
国
者
の
租
税
を
義
米
と
一
言
っ
て
い
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
。

貌
の
屯
田
は
、
奥
農
部
の
そ
れ
は
泰
始
二
年
に
鹿
止
さ

れ
て
課
回
と
な
り、

残
徐
は
卒
奥
の
年
を
も

っ
て
課
田
と
な
っ

て
、

現
の
場
合
と
同
様
に

「
中
分
の
術
」

を
適
用
さ
れ
て
、
畜
朝
の
経
済
を

維
持
す
る
運
命
を
興
え
ら
れ
て
い
た
。

地
の
所
有
額
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
額
牧
租
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
は
、
現
に
お
け
る
屯
田
へ
の
依
存
度
よ
り
、
膏
に
至
っ
て
、

し
か
る
に

一
方
州
都
民
に
封
す
る
牧
税
は
、
畜
に
至
っ
て
貌
の
度
田
制
よ
り
更
に
一
歩
後
退
し
て
、
土

占
回

・
謀
回
へ
の
依
存
度
が
、
よ
り
高
ま
っ
た
事
を
意
味
す
る
も
の
で
、
占
回

・
課
田
は
質
質
的
に
司
馬
氏
の
荘
園
と
な
っ
た
と

い
う
こ
と
も

不
可
能
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
か
く
論
ず
れ
ば
、
司
馬
氏
は
、
他
の
荘
園
主
と
同
じ
経
済
的
基
盤
に
立
ち
、
天
子
と
し
て
他
の
豪
族
よ
り
一
段

高
い
立
場
に
立
っ
て
、
彼
等
を
支
配
し
、
統
治
し
た
の
で
は
な
く
、

他
の
豪
族
と
同
一
次
元
に
立
つ
が
、
た
だ
最
大
の
豪
族
に
す
ぎ
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
ま
い
か
。



品
上
各
節
に
述
べ
て
き
た
所
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
表
が
で
き
る
引
いあ
ろ
う
。

地有私 地 有 園

算賦租回
俵 居 越

1 回

エ草分費延

一且軍屯 充
漢

30 
租 人守
1田 五屯 ニ且 園
2 。

畝0回 型畝回

型

調田 業日 准

斤係三量戸絹三匹租升畝四
喜支醐重工(華Z街のE護分重屯蓄要量地五羅南 貌

田 五且郡

- 型j の 0畝型国分中支。
支配

の型。 術
畝

不
占 課調毎戸課田

三蘇絹三租田(者 調田丁

豚三絹三租分中男 田
畜

斤匹義米

角ヰ
庁匹術の五

畝。

8 00 畝

晋
の
武
帝
は
呉
左
討
伐
し
た
後
、
有
名
な
国
軍
の
大
整
理
を
断
行
し
た
。

詔
目
。
昔
自
漢
末
四
海
分
出
問
。
刺
史
内
親
民
事
。
外
領
兵
馬
。
今
天
下
矯
一
。
嘗
範
敢
干
支
。
刺
史
分
職
。
皆
如
漢
氏
故
事
。
悉
去
州
郡

389 

兵
。
大
郡
置
武
吏
百
人
。
小
郡
五
十
人
。
(
費
治
通
鑑
八
一
畜
紀
武
帝
太
康
元
年
冬
十
月
篠
〉

と
、
音
の
縮
寧
が
非
常
に
徹
底
的
な
も
の
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て

い
る
。

恐
ら
く
そ
れ
に
先
達
す
る
、
後
漢
光
武
帝
の
縮
軍
に
比
し
て
勝
る
と

も
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
と
の
縮
寧
は
、
山
濡
が
州
軍
鹿
止
の
詔
の
出
る
や
(
疾
を
お
し
て
其
の
不
可
な
る
事
を
論
じ
た
に
封

し
、
武
帝
が
「
天
下
名
一
言
也
」
と
、
彼
の
吾
一一
同
を
傾
聴
し
な
が
ら
も
、
迭
に
用
い
る
事
が
で
き
ず
、
縮
軍
に
・踏
切
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
よ

-21一
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り
判
断
し
て
も
、
彼
の
本
意
に
出
た
も
の
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
と
も
と
軍
閥
の
家
柄
で
あ
る
帝
は
、
、
天
下
を
統
治
す
る
に
武
力
の

掌
握
の
必
要
性
は
重
々
熟
知
の
筈
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
が
縮
軍
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
は
、
園
家
統
一
に
よ
る
官
僚
組
織
の
旗

@
 

大
化
に
と
も
な
う
経
費
の
増
大
の
た
め
、
軍
費
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
た
事
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
原
因
を
尋
ね
れ
ば
、
晋
の
経
済
的

基
礎
は
軍
に
屯
田
の
後
で
あ
る
占
田
・
課
回
に
す
ぎ
ず
、
一
般
州
都
民
に
封
す
る
支
配
力
が
貫
徹
し
な
か
っ
た
貼
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
い
わ
ば

司
馬
氏
が
貌
朝
纂
奪
の
た
め
、
貴
族
勢
力
と
妥
協
し
て
、
天
下
を
統

一
し
た
無
理
が
、
そ
の
ま
ま
天
子
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
、
貫
質
は
一
荘

園
主
に
過
ぎ
ず
、
一
荘
園
主
で
あ
り
な
が
ら
、
天
子
と
し
て
の
地
位
と
生
活
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
矛
盾
を
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
ま
た
、
折
角
の
園
家
統
一

が
、
武
帝
の
死
と
共
に
、
空
中
分
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
も
と
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

_._ 
J、
結

語

屯
田
と
い
い
、

い
ず
れ
に
も
国
家
が
土
地
を
支
給
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
れ
を
通
し
て
、
中
国
の
土
地
制
度
に
お
い
て
は
、
「
園
家
が
土
地
の

限
田
制
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
可
能
な
の
で
あ
る
ま
い
か。

慶
大
な
中
国
に
お
い
て
は
、
如
何
に

n
L
 

本
論
に
お
い
て
、
音
の
占
田

・
謀
田
の
よ
っ
て
来
る
所
以
を
、
漢
の
屯
田
に
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
膏
の
占
田

・
課
田
と
い
い
、
漢
の

給
付
を
行
な
っ
た
場
合
に
の
み
、

強
大
な
中
央
集
槽
国
家
と
い
え
ど
も
、
数
千
高
の
農
家
に
封
し
て
、

其
の
土
地
所
有
の
有
効
な
規
制
を
行
な
う
事
は
不
可
能
に
属
す
る
事
で
あ

と
の
見
解
が
容
認
さ
れ
る
な
ら

る
。
国
家
の
給
付
し
た
土
地
に
封
し
て
、

制
限
を
設
け
る
事
が
そ
の
樺
カ
の
限
界
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

ば
、
膏
の
点
目

・
謀
回
の
系
統
を
引
く
、
北
貌
以
後
の
均
回
の
性
格
を
究
明
す
る
上
に
一
つ
の
手
懸
を
あ
た
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
は
も
と
よ
り
多
く
の
俵
設
を
含
み
、
論
及
し
た
範
囲
も
多
岐
に
わ
た
っ
た
た
め
、
き
わ
め
て
不
充
分
で
、
古
代
土
地
制
度
に
闘
す
る

一

つ
の
試
案
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
先
事
諸
兄
の
御
叱
正
を
い
た
だ
い
て
、
私
の
今
後
の
研
究
の
資
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

①註

宮
崎
市
定
「
奮
の
武
宮
市
の
戸
調
式
に
つ
い
て
」
ア

ジ
ア
史
研
究
第

② 

所
枚
。

、

例
え
ば
西
崎
定
生
「
貌
の
屯
田
制
|
特
に
そ
の
腹
止
問
題
を
め
ぐ
っ
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て
|
」
東
洋
文
化
研
究
所
記
要
第
十
冊
、

藤
家
種
之
助
「
曲
目
録
典
幾
部
屯
田
の
消
長
」
東
洋
事
報
四
五
の
二
、

越
智
重
明
「
貌
膏
南
朝
の
屯
田
」
史
由
学
雑
誌
七

O
の
三
、

戦
前
の
も
の
と
し
て
井
上
晃
「
嘗
貌
の
屯
田
に
就
て
」
史
観
二
っ

こ
の
爾
簡
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
漢
帝
園
の
軍
事
制
度
」
事
生
祉

古
代
史
講
座
五
に
言
及
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

森
鹿
三
「
居
延
漢
簡
の
集
成
|
と
く
に
第
二
亭
食
簿
に
つ
い
て
|
」

東
方
事
報
京
都
二
九
参
照
。

「
趣
過
の
代
田
法
L

と
題
し
て
、
史
泉
に
掲
載
の
議
定
。

努
総
「
居
延
漢
筒
考
登
戊
屯
田
四
」
内
し
か
し
彼
が
根
強
と
し
た

右
第
二
長
官
ニ
慮
回
六
十
五
畝
、
租
二
十
て
ヰ
三

O
三
・
七
の
筒

ノ
角
図
版
一

O
頁

は
屯
田
に
封
す
る
四
割
の
課
税
と
み
る
よ
り
は
、
私
田
に
闘
す
る
十

分
の
一
税
と
み
な
す
方
が
安
省
で
あ
る
事
は
、
拙
稿
前
掲
論
文
で
述

べ
た
遇
り
で
あ
る
。

①
大
島
利
一
「
屯
田
と
代
田
」
東
洋
史
研
究
一
四
の
一
・
ニ
合
刊
銃
。

③
①
増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
山
林
薮
津
と
秦
の
公
団
」
「
中
園
古
代

の
枇
舎
と
園
家
」
所
枚
。

な
お
、
漢
の
般
国
の
種
々
相
に
つ
い
て
は
、
玉
井
直
弘
「
漢
代
の
公

回
に
お
け
る
俵
作
に
つ
い
て
」
歴
史
象
研
究
ニ
ニ

O
に
詳
し
い
。

西
嶋
定
生
前
掲
論
文
。

好
並
隆
司
「
曹
操
屯
田
に
於
げ
る
方
格
地
割
制
」
歴
史
撃
恥
究
二

二
四
。

水
津
一
朗
「
古
代
華
北
の
方
格
地
割
制
」
地
理
皐
評
論
三
六
の
で

水
経
注
は
刊
本
に
よ
っ
て
、
文
字
が
異
な
っ
て
い
る
。
乙
れ
に
つ
い

て
は
好
並
氏
の
論
文
に
は
詳
細
な
考
差
が
あ
る
。

③ ① ①③  @、⑬⑬⑫  

⑬
好
並
隆
司
前
掲
論
交
。

⑬

一

O
O
歩
一
畝
か
ら
こ
四

O
歩
一
畝
に
、
畝
の
内
容
が
績
大
し
た
の

は
、
無
論
牛
耕
の
普
及
を
背
景
と
し
た
一
入
賞
り
耕
作
面
積
の
按
大

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
言
っ
て
、
耕
作
面
積
の
抜
大
化
と
共

に
一
一
頃
の
面
積
が
損
大
し
て
い
る
と
い
う
事
は
、
一
頃
は
常
に
一
家

の
適
正
面
積
で
あ
る
と
い
う
固
定
し
た
観
念
の
存
在
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

⑬
牛
耕
に
よ
れ
ば
卒
均
畝
ご
と
四
石
む
恩
わ
れ
る
か
ら

一
頃
な
ら
ば
、

四
O
O
石
と
な
る
。
六
割
を
攻
め
る
と
残
り
一
六

O
石
で
あ
る
。
大

人
一
人
月
三
石
(
例
居
延
漢
筒
)
一
家
五
人
と
し
て
、
卒
均
を
と
っ

て
月
一

O
石
と
す
れ
ば
、
一
二

O
石
で
、
ま
ず
最
底
生
活
の
維
持
が

可
能
と
い
う
所
で
あ
ろ
う
。

⑫

西
嶋
定
生
前
掲
論
文
。
こ
の
泰
始
二
年
の
屯
田
廃
止
に
関
す
る
種
々

、
の
設
に
つ
い
て
は
、
氏
の
論
文
に
詳
細
に
批
剣
せ
ら
れ
て
い
る
。

藤
家
種
之
助
前
掲
論
文
。

好
並
隆
司
前
掲
論
文
。

唐
長
講
(
貌
膏
南
北
朝
史
論
叢
所
枚
西
菅
田
制
訟
釈
〉
や
西
嶋
前

掲
論
文
は
著
書
九
三
玉
絢
停
(
一
六
頁
参
照
)
に
見
え
る
、
租
牛
客

戸
を
屯
田
戸
と
見
て
い
る
。
す
で
に
屯
田
民
が
軍
隊
の
極
食
生
産
と

い
う
本
務
を
失
な
っ
て
、
貌
室
の
私
的
財
産
と
な
っ
た
事
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
屯
田
民
が
私
有
化
さ
れ
た
事
は
、
母

丘
倹
が
司
馬
氏
の
罪
十
一
僚
を
あ
げ
た
時
に
「
募
取
屯
因
。
加
其
復

賞
(
貌
志
二
八
母
丘
俄
停
引
像
〈
文
)
欽
上
表
文
)
」
や
「
(
何
)
曇
等

専
政
。
共
分
割
洛
陽
野
王
典
濃
部
桑
田
数
百
頃
。
及
櫨
担
湯
林
地
。
以

居
周
産
業
(
貌
志
九
曹
爽
停
)
」
な
ど
の
例
が
あ
る
?

-23一
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屯
田
民
が
、
一
般
に
百
姓
・
客
典
捜
部
民
等
と
呼
稽
さ
れ
て
い
る
事

か
ら
も
、
彼
等
の
身
分
の
低
か
っ
た
事
が
推
定
さ
れ
る
(
西
嶋
前
掲

論
文
)
。

治
南
の
屯
田
は
都
支
以
前
よ
り
施
さ
れ
て
い
た
が
、

ζ

れ
に
闘
し
て

は
、
一
勝
言
及
の
釘
象
と
し
な
い
。

貌
志
二
人

都
支
停
に
は

令
准
北
屯
二
蔵
人
准
南
三
商
人
。
十
二
分
休
。
常
有
四
寓
人
。
且

田
E
守

・
・
・

と
「
常
有
四
高
人
」
の
一
旬
が
入
っ

て
い
る
。

従
来
コ
一
斑
頃
」
は
准
北
と
准
南
の
屯
田
面
積
を
合
計
し
た
も
の
で

あ
り
、
乙
の
二
高
頃
を
四
海
人
で
耕
作
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
人

五
O
畝
の
面
積
を
耕
作
し
た
と
い
う
理
解
が
有
力
で
あ
る
。
後
述
の

如
く
、
一
人
五

O
畝
の
耕
作
面
積
を
割
笛
ら
れ
た
と
い
う
結
論
に
は

俊
成
で
あ
る
が
。
乙
の
文
章
の
機
成
か
ら
見
て
、
准
南
の
屯
田
の
話

は
「
且
回
且
守
」
で
切
れ
、
以
後
准
北
の
屯
田
の
話
に
な
っ
て
い
る

か
ら
、
統
回
二
高
頃
は
准
北
屯
田
の
み
の
面
積
と
考
え
る
。

滋
北
屯
田
も
准
南
の
屯
田
と
同
機
「
十
三
分
休
」
し
た
と
す
れ
ば
、

一
高
六
千
人
で
、
二
高
頃
の
田
を
耕
作
し
た
か
ら
、
一
人
笛
り
一
一
一

O
除
畝
と
な
り
、
水
田
の
適
正
面
積
を
超
過
し
、
侍
玄
の
「
頃
畝
の

多
き
を
務
め
る
云
々
」
の
語
が
あ
て
は
ま
る
。
但
し
こ
の
地
方
は
、

早
く
か
ら
磁
の
勢
力
範
圏
で
分
休
す
る
必
要
の
な
い
地
州
市
と
思
わ
れ

る
が
、
或
は
分
休
者
は
、
准
南
に
食
糧
を
運
ぶ
た
め
の
遡
速
に
従
事

し
て

い
た
か
も
知
れ
な
い
。

従
来
か
ら
「
水
回
数
十
餅
」
・
「
畠
十
徐
斜
」
の
枚
穫
は
徐
り
に

も
高
く
、
疑
問
と
さ
れ
て
い
る
数
字
で
あ
る
。
後
文
に
「
至
畝
敷
斜

② ⑧ @ ⑧ ⑧ 

@ 

己
。
遺
或
不
足
以
償
種
」
と
あ
る
か
ら
、
若
し
乙
の
畝
が
小
畝
で
あ

る
な
ら
ば
、
安
嘗
な
数
字
と
な
る
。
但
し
笛
時
小
畝
が
あ
っ
た
と
い

う
明
設
は
な
い
の
で
、
不
可
解
な
数
字
と
し
て
残
し
て
お
く
よ
り
外

は
な
い
。

天
野
元
之
助
氏
は
、
水
回
と
畑
作
の
労
働
力
の
比
較
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
な
お
大
唐
六
典
」
容
七
、
備
蓄
工
部
、
屯
田
郎
中
員
外
郎
の
係

「
諸
屯
田
役
力
各
有
麗
敏
」
の
傑
の
別
註
に
、
「
凡
肱
富
裕
一
一
頃
、
終

車
功
九
百
四
十
八
日
。
禾
二
百
三
十
八
日
云
々
」
と
見
え
(
中
略
)

一
頃
卸
一
百
畝
(
五
町
二
反
三
畝
)
の
稲
作
に
要
す
る
人
力
車
位
を

九
四
八
日
(
反
笛

二
ハ
・
一
日
)
と
し
、
粟
作
の
そ
れ
を
二
八
三
日

(反
笛
五

・
四
日
)
と
し
て
、
水
田
の
代
表
作
物
と
焔
地
の
そ
れ
と

の
聞
に
、
三
倍
有
徐
の
労
働
投
下
量
の
相
違
を
、
唐
の
閲
元
年
間

(
七
一
三
|
七
四
一
)
、
屯
田
地
に
お
い
て
物
語
っ

て
い
る
」
(
中
国

農
業
史
研
究
二
一

O
頁
)
唐
と
省
時
の
稲
作
で
は
、
田
植
の
作
業
の

有
無
な
ど
、
労
働
投
下
量
に
相
笛
の
相
違
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
水
田
の
努
働
投
下
埜
が
畑
地
の
そ
れ
に
比
較
し
て
倍
以
上
で
あ

る
事
は
閑
遼
あ
る
ま
い
。
収
穫
の
面
に
お
い
て
も
侍
玄
の
上
奏
文
で

わ
か
る
如
く
水
田
の
方
が
生
産
性
が
高
い
か
ら
、
適
正
面
積
の
貼
か

ら
言
え
ば
、
水
聞
の
方
が
遥
か
に
少
な
い
と
い
い
得
る
。

周
知
の
知
く
、
「
逮
夷
」

の
ニ
字
は
、
音
量
支
良
質
志
に
あ
り
、
通
典

に
は
な
い
文
字
で
あ
る
が
、
宮
崎
氏
の
設
に
従
っ
て
街
字
と
み
な
し

て
お
く
(
宮
崎
前
掲
論
文
)
。

従
来
の
種
々
の
設
に
つ
い
て
は

鈴
木
俊
「
占
回
、
課
固
と
均
田
制
」
中
央
大
事
七
十
周
年
記
念
論
文
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崎
県
。

天
野
元
之
助
「
西
膏
の
占
田
・
課
田
制
に
つ
い
て
の
説
諭
」
人
文
研

究
八
の
九
に
詳
し
く
紹
介
さ
，れ
て
い
る
。

「
占
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
卒
中
苓
次
「
漢
代
の
い
は
ゆ
る
「
名

田
」
・
「
占
回
」
に
就
て
」
和
田
縛
士
還
暦
記
念
論
文
集
参
照
。

「
其
外
」
語
は
色
々
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
「
其
の
外
の
」

で
は
な
く
、
土
地
給
付
と
い
う
大
前
提
に
立
つ
て
の
議
論
の
中
、
議

題
が
小
樽
換
す
る
際
の
助
字
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
丁
男
を
戸
主

以
外
の
ご
六
|
六

O
ま
で
の
)
男
子
と
考
え
れ
ば
、
必
然
的
に
一

家
の
中
に
戸
主
・
丁
男
・
不
課
口
者
が
で
き
、
不
朝
間
口
者
だ
け
「
遠

、

者
」
・
「
極
還
者
」
と
百
回
則
さ
れ
る
の
が
適
嘗
で
は
な
い
よ
う
に
恩

わ
れ
る
。

膏
の
律
令
は
成
煎
元
年
七
月
か
ら
撰
定
に
着
手
し
泰
始
四
年
正
月
か

ら
頒
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
九
戸
調
令
、
一

O
佃
令

@ 

と
な
っ
て
い
る
(
鈴
木
前
掲
論
文
〉
。
乙
の
戸
調
令
、
佃
令
に
は
屯

問
地
解
放
の
際
の
詳
細
な
規
定
か
蛍
然
含
ま
れ
て
い
た
に
違
い
あ
る

⑧ 

ま
い
。

河
地
重
造
「
奮
の
限
客
法
に
か
ん
す
る
若
干
の
考
察
L

経
済
事
雑
誌

三
五
の
一
・
ニ
。

吉
田
虎
雄
「
貌
否
南
北
朝
租
税
の
研
究
」
、
天
野
前
掲
論
文
、
西
村

元
佑
「
動
農
政
策
と
占
回
課
田
」
史
林
四
一
の
二
は
こ
の
訟
を
採

っ
て
い
る
。

宮
崎
市
定
前
掲
論
文
。

西
嶋
定
生
前
掲
論
文
。

拙
稿
「
湾
民
要
術
と
二
年
三
毛
作
」
東
洋
史
研
究
十
七
の
問
、
同

「
謄
劫
「
火
耕
水
縛
」
注
よ
り
見
た
る
後
漢
江
准
の
水
稲
作
技
術
に

つ
い
て
」
史
林
三
四
の
ニ
。

草
野
靖
「
占
回
課
田
制
に
つ
い
て
」
史
淵
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七
六
。


